
 

○
環
境
省
令
第
二
十
号 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百

十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
四
月
十
九
日 

環
境
大
臣 

伊
藤
信
太
郎 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
環
境
省
令

第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

１ 



 

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

２ 



  
 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 
（
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
少
な
い
製
品
の
基
準 

） 

第
五
条 
令
第
三
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
製
品

に
封
入
さ
れ
て
い
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
に

つ
い
て
、
当
該
油
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の

量
が
当
該
油
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

（
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
少
な
い
製
品
の
基
準 

） 

第
五
条 

令
第
三
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
製
品

に
封
入
さ
れ
て
い
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
に

つ
い
て
、
当
該
油
に
含
ま
れ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の

量
が
当
該
油
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

 ３ 


